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回 覧 

定例役員会議事録 (2023 年［令和 5 年］12 月) 

天嶽院下自治会 

日 時  ： 2023 年［令和 5 年］12 月 2 日(土) 10:00～12:00 

場 所  ： 村岡市民の家 ホール 

出席者  ： 会長・役員・班長、 

出席者数： 28 名 

[議事内容] 
1．出欠席、資料の確認  欠席：3 組 2 班 大坊氏､西市議 

2. 赤坂下自治会 餅つきイベント参加 
  →赤坂下自治会より、後日餅購入のお礼の連絡有り   

3．会長挨拶 

  インフルエンザが流行っております。皆様、忙しい年末年始に向け 

体調管理には十分注意して下さい。 

4．各部部長からの連絡事項の報告  

●青少年愛護部（飯山部長）：11 月 28 日(火)防犯協会と合同パトロール実施。 

       村岡幼稚園付近に架かる歩道橋の一部手摺が壊れていた。 

→公民館の方に確認いただき、修理することとなりました。 

  ●生活環境部(山崎部長)：11 月 19 日(日)藤沢市一斉清掃にご参加いただいた方に感謝。 

12 月 10 日(日)村岡地区一斉清掃です。 

5．12 月以降のスケジュールの確認  

  ●12 月 1 日(金)～3 日(日)「健康・移動をデータで結ぶ未来」イベント（湘南アイパーク） 

 ●12 月 2 日(土) 天嶽院下自治会定例役員会［赤坂下自治会：餅つき見学＆餅購入］ 

  ●12 月 6 日(水) 冬を彩る寄せ植え講習会(村岡公民館) ※事前申し込み必要 

  ●12 月 10 日(日) 村岡地区年末一斉清掃 

  ●12 月 23 日(土) 午前：しめ飾り講習会(村岡公民館) ※事前申し込み必要 

     同日   午後：自治会執行部事前打合せ 

  ●1 月 5 日(金)  藤沢市賀詞交換会(藤沢商工会館ミナパーク)：会長のみ出席 

   ●1 月 6 日(土)  村岡地区賀詞交換会(村岡公民館)：会長＋１名参加枠あり 

   ●1 月 13 日(土) 自治会定例役員会（※今回のみ第二土曜日に実施） 

  ●1 月 26 日(金) 村岡地区第三回会長会議：会長出席 

  ●1 月 27 日(土) 午前：自治会執行部事前打合せ 

     同日   午後：藤沢市地域防災活動推進大会：会長、防犯防災部長出席 

6. 第 32 回村岡地区総合防災訓練での安否確認結果報告、参加しての感想等について  

  ●安否確認結果：総会員数 531 世帯、確認会員数 394 世帯にて 74.2%確認出来ました。 

         今回初めて 100%確認の班有り：2 組 2 班(15 世帯)、5 組 5 班(17 世帯) 

  ●参加者の感想：①当日風が強く、新聞紙を使って竈でご飯炊くのに不安があった。 

         ②プールの水を濾過する機材があったが、以前は飲まされたが今回は無かった。 

      会長→市職員より機材が古く、濾過性能が悪いので沸かしてから飲んでくださいとの 

ことです。一方、市には当地区に飲料水確保の施設を要望しています。 
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7. 自治会活動に関する課題の討議：執行部案を提示しながら説明 

 ●令和 6 年度 ２組班編成変更(8 班→6 班)、及びそれに伴う役職兼任について 

  ・班編成変更理由：転居や高齢化等の理由で退会者が増大し、かつ班毎の会員数に差が出て 

きたため、班編成を見直す事となった。 

   →班数が 6 班になるため、昨年の２組班長からの提案を元に、執行部でも検討。 

① 案：副会長 3 名中 1 名が広報部長を兼任する。 

② 案：現在、青少年愛護部は 2 名だが、内 1 名を文化体育部 5 名中 1 名が兼任する。 

③ 上記２案とは別に、不足する 2 名はいずれかの組長が兼任する。 

  → 討議結果）賛成多数により①案、②案併せて実施する事となった。 

 ●令和 6 年度以降の一斉清掃の自治会実施について 

  元々年 3 回（8 月・12 月村岡地区一斉清掃、11 月の藤沢市一日清掃）への参加は個人判断に 

よる自由参加であり、強制するものではない。→今後は自治会として、地域の共有場所を会員 

世帯の全員参加型の“イベント型一斉清掃”として、年２回の実施を計画したい。 

① 案：年 2 回（時期は夏と冬） 

   自治会活動として公園（御幣下公園、赤坂児童公園）、他共有場所（自治会内の主要道路や 

県道の側道歩道等）を清掃する。参加した方には、飲料水等を配布。 

8 月と 12 月の村岡地区一斉清掃日と同時同時刻に実施する案も検討する。 

  → 討議結果）賛成多数により①案は承認された。但し、冬実施月は 12 月で決定したが、 

夏の実施月(7 月か 8 月)とゴミ収集方法について再度執行部で検討する事となった。 

 ●街頭消火器について 

・弥勒寺 3 丁目 28-7 付近にある街頭消火器が住宅建築に伴う工事のために 11 月 27 日に撤去 

されたことに対して、改めて移設場所について、執行部案の元で討議した。 

① 案:住宅完成後、元設置していた同じ場所に設置する。（新たな居住者の許可が必要） 

② 案：街頭消火器の設置の現況図を元に、新たな設置場所を検討する。その結果「赤坂児童 

公園」周辺の道路を設置場所として提案したい。但し、市の「公園管理課」との交渉 

が発生する。 

  → 討議結果）消火器の配置状況から設置場所を増やす事に多数の意見があり、今回は①案、 

②案併せて実施する事となった。 

 ●防災倉庫(御幣下公園)内の棚設置と新たに必要な防災備品について 

１）現防災倉庫内の両脇 2 ヶ所の棚の設置：倉庫設置時の業者と実施時期の調整を行う。 

２）今後の防災備品充実に向け検討をしたい 

  →まず防犯防災部にて、現有防災備品のチェックや買い替え、及び新たに必要な防災備品の 

案の作成をお願いしたい。(今年度中) 

  ＜今後の進め方案＞ 

   上記案に基づき、新たな備品購入は市の補助金対象となるため、執行部にて市への補助金 

申請などを準備する。 

  →討議結果）賛成多数により上記の進め方案については、承認された。 

9．次月定例役員会の開催日について 

日時：1 月 13 日（土）10：00～12：00 予定 ＊１月 6 日（土）ではありませんので注意！ 

   会場設営（9:30～）は、5 組が担当です。よろしくお願いします。         

以上  


